
みらい平駅前交番からの窃盗注意喚起のお知らせ及び

自転車の交通反則通告制度「青切符」開始のお知らせ

回覧 令和8年4月16日

みらい平駅前交番から、窃盗に対する注意喚起がありました。

地域の皆さんで、注意しあい、防犯対策をして、被害に遭わないようにしましょう！

つくばみらい市区長会

青切符（交通反則通告制度）とは、16歳以上を対象に、自転車乗用中の軽微な交通
違反に対して、「反則金」を納めれば刑事手続きに移行しないで事件が終結される
制度です。

令和8年4月1日から自転車の「青切符」制度が開始されました
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当チラシ内資料は茨城県警察ホームページから抜粋しています。
(https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/index.html)
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